
令和5年度第3回介護保険運営協議会　質問事項一覧

1 ページ

NO. 資料 頁 ご質問・ご意見 回答

1 1 5

介護保険認定者数とサービス利用者数の推移
○要介護認定者数が年々増加している一方で、介護予防・生活支援サービス事業のみ利用者数
はこの数年ほぼ横ばいで推移しています。地域包括支援センターが実施した基本チェックリス
トの件数の推移を過去5年間について教えてください。

　基本チェックリストを実施した総数の把握はしておりませんが、基本チェックリストの結果、事
業対象者として特定された方の人数（総数）の推移は下記のとおりとなっております。
　平成30年　1050人、令和元年　988人、令和2年　913人、令和3年　755人、令和4年　618人（各
年10月1日時点）
　なお、新規に事業対象者と特定された方の数については、新型コロナウイルスの影響で令和2年
度・令和3年度に大幅に落ち込みましたが、令和4年度に改善傾向となっています。引き続き地域包
括支援センターが実施する総合相談をはじめとした様々な事業のなかで、必要に応じ基本チェック
リストを行ってまいります。

2 1 5

コロナ禍を経て、今後フレイルや認知機能障害を有する方が急増する恐れについて憂慮します
が、市として今後どのようにフレイル・認知機能障害の早期発見や介護予防に取り組んでいく
かについて、基本的な方向性や考え方をお聞かせください。

市民に広く認知症について理解を深めてもらうことが、早期発見につながるものと考えており、事
業者（特に公共交通、金融、小売り）に対し研修等の実施により合理的配慮や見守り協定への参画
を求めていきます。市民へは認知症ケアパスを若い世代に普及する取組みの他、普及啓発において
本屋とコラボレーションするなど新しい取り組みも取り入れていきます。
介護予防については、多機能コーディネーターによる地域資源の把握及び開発や、通いの場の充実
を図ってまいります。また、機能が低下した方の自宅等を訪れる事業者と見守り協定を締結するな
ど、ハイリスクの人を効率的にサービスにつなげる仕組を検討してまいります。

3 1 5

４、要介護認定者数とサービス利用者数の推移
P.５　の表中、令和４年度認定者数の内訳について、お示しください。
　・要介護（要支援）認定者数実績
　・介護（予防）サービス利用者数実績　の等級別内訳を教えてください。

介護（予防）サービス利用者数実績　の要介護度別内訳については以下のとおりとなります。

（人）

令和３年度 令和４年度

認定者数
サービス
利用者数

未利用者数 認定者数
サービス
利用者数

未利用者数

要介護５ 1,906 1,606 300

要介護４ 3,021 2,676 345

要介護３ 3,470 3,160 310

要介護２ 4,591 4,075 516

要介護１ 4,271 3,257 1,014

小計 17,259 14,774 2,485

要支援２ 3,087 1,326 1,761

要支援１ 3,199 731 2,468

小計 6,286 2,057 4,229

合計 23,545 16,831 6,714 24,339 17,469

介護予防生
活支援事業

のみ
ー 1,321 ー ー 1,393 ー

総計 18,152 18,862

（人）

令和３年度 令和４年度

認定者数
サービス
利用者数

未利用者数 認定者数
サービス
利用者数

未利用者数

要介護５ 1,906 1,606 300 1,992 1,712 280
要介護４ 3,021 2,676 345 3,248 2,920 328
要介護３ 3,470 3,160 310 3,527 3,195 332
要介護２ 4,591 4,075 516 4,459 3,962 497
要介護１ 4,271 3,257 1,014 4,564 3,531 1,033

小計 17,259 14,774 2,485 17,790 15,320 2,470
要支援２ 3,087 1,326 1,761 3,107 1,316 1,791
要支援１ 3,199 731 2,468 3,442 833 2,609

小計 6,286 2,057 4,229 6,549 2,149 4,400
合計 23,545 16,831 6,714 24,339 17,469 6,870

介護予防生
活支援事業

のみ
ー 1,321 ー ー 1,393 ー

総計 18,152 18,862
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介護予防把握事業
○75歳到達者のうち一般高齢者に実施した実態把握調査（4884人）の未回答者数をお聞かせ
ください。未回答者には、民生委員の協力により訪問調査を実施したとのことですが、民生委
員による訪問調査を実施しえた人数をお聞かせください。民生委員による訪問調査を実施でき
なかった高齢者の介護予防について把握するための次の対応について、お聞かせください。

アンケート調査票の未回答者数は448人、民生委員による訪問調査を実施した人数は410人となりま
す。また、今回、訪問調査が実施できなかった方については、引き続き民生委員等と連携し、継続
した見守りの実施に努めていき、極力取りこぼしが無いよう推進してまいります。

5 1 20

（４）給付実績の活用
認定調査状況と利用サービス不一致一覧表記載の請求について確認した
［令和４年度実施状況］令和５年２月、（看護）小規模多機能型認知症加算Ⅰ・Ⅱに係る請求
２事業所５件　返還額　４２,３８４円とあります。
一方、その上段（３）縦覧点検・医療情報との突合では、対象９２件、返還が５９件　７３２,
２６７円 と、結果に違いが大きく出ています。この差は、対象先データ量の違いによるもので
しょうか？

国保連合会から認定調査状況と利用サービス不一致一覧表の帳票が送付されますので、そのリスト
から、（看護）小規模多機能型居宅介護において算定している認知症加算について算定要件を満た
しているか確認を行っています。
一方、医療費と介護情報の突合については、国保連合会で介護と医療の情報を突合し、医療での入
院日数と介護保険サービスの利用日数が合計して１月の日数を超える等、疑義が生じた場合に送付
されてきますので確認を行っています。また、本来算定できない医療保険の在宅時医学総合管理料
と介護保険の居宅療養管理指導1を重複して算定している場合に帳票が送付されますので確認を行っ
ているものです。
返還額に違いがありますのは、突合する対象の違いや、対象となる事業者数、返還となる期間や報
酬単価等の違いによるものです。照会を行う事業者数は、医療費と介護情報の突合の場合が多い傾
向にあります。

6 1 13

地域リハビリテーション活動支援事業
○地域リハビリテーション活動支援事業について、他市町村の取組みを参考に今後の施策を進
めていくことが効果的だと考えます。他市町村の好事例のうち、松戸市にとって参考になるも
のを3つを例示する形でその概要や要点をお示しください。

「ケア会議などへのリハ職の出席」、「住民主体の通いの場へのリハ職の定期的な関与」、「サー
ビス利用者の自宅にケアマネが訪問する際の同行」の３つが実施されております。
また、リハ職が市民と面談し、以前の暮らしに戻る手助けを行う事業などを実施している市町村も
ございます。機能低下の恐れがある人が多くいる場所にリハビリテーションの専門職を派遣するな
ど、国が示す地域リハビリテーションの基本的な取組みを効果的に実施できるよう検討していきま
す。

7 1 23

①剰余金 14.2億円ですが、歳入に市 11.3億円（介護給付費等準備基金 取崩し、他）がありま
す。準備金を取崩す一方で剰余金が出る、というのは、決算での時限の関係でしょうか？
②14.2億円の剰余金の使途（配分）で、国・県・市・支払基金へ返還が11億円ですが、市の準
備金を取崩しての額が、結果として剰余金の基になっているともいえます。会計処理として間
違いはないと思いますが、計上の仕組みについて教えてください。
③歳入欄最後の行に、市 9.3億円（繰越金：令和3年度剰余金相当） とあります。これは前年
度繰越金のことと思いますが、剰余金でしたら介護給付等準備基金へ繰入れとなるのではない
かと思いますが？

前提として、介護保険事業計画において、準備基金を活用し保険料の上昇を抑えるよう取り組んで
おります。前年度の介護保険特別会計決算に伴う剰余金（歳入歳出差引き残額）は繰越金として次
年度に繰り越され、そこから前年度の国・県・市・支払基金への返還金が賄われます。それでも
余った金額について、介護給付等準備基金の取り崩し予定額の減額となります。
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①全体として、剰余金 14.2億円ですが、歳出の内訳では、償還金 ６億円、他会計拠出金 ４億
円とも、当初の計画外のようですが、何の支出でしょうか？
②介護保険本体部分（介護給付費）の支出として2 保険給付費 359億円の実績は、当初予算に
対し▲ 10億円と大きく減少しています。特にその内訳の介護サービス等諸費 ▲6億円の内容に
ついて、お知らせください。

①令和３年度の実績により、令和３年度に国・県・支払基金より交付された介護給付費等について
精算し超過した分について、国・県・支払基金及び一般会計に返還するための支出になります。返
還金については、令和４年度の実績が算出できるまで金額が確定しないため、当初予算には含んで
いないものになります。
②介護保険特別会計では、３年ごとに策定する介護保険事業計画を根拠として予算計上しておりま
すので給付費全体は右肩上がりになるものの、不用額が生じることがあります。
令和４年度の予算額は、３年度の実績を踏まえた予算計上ではなく、第８期松戸市介護保険事業計
画を根拠としており、約2年前に検討した給付費等を計上しているために、乖離が生じたものです。

9 参考資料1 3
交付金評価指標の結果
○自立支援・重度化防止に取り組む介護サービス事業所に対する評価の実施について、市とし
ての今後の方針や基本的な考え方についてお聞かせください。

短期集中予防教室（いきトレ）が自立支援・重度化防止に取り組む事業にあたるが、当事業の利用
者が少ないため、現時点において事業所の評価は考えておりません。今後は、他市の事例にも注視
していきます。

10 2 3,4

指定更新　居宅介護支援
○宿泊サービスを提供する4つの地域密着型通所介護事業所について、宿泊利用定員分の宿泊
スペースを明示するとともに、プライバシーの確保など必要な要件が保たれているかどうかに
ついて確認の上、改めて協議会に報告をお願いします。

宿泊利用定員分の宿泊スペース及びプライバシーの確保の要件につきましては、「指定通所介護事
業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人
員、設備及び運営に関する指針について（平成27年4月30日老振発第0430第1号老老発第0430第1号
老推発第0430第1号）に示されております。
定員は基本的に1室あたり1名、宿泊室の床面積は1室あたり7.43平方メートル以上とされておりま
す。
また、プライバシー確保に関しては個室以外の宿泊室に適用されるものでございます。壁やふすま
のような建具までを要するものではなく、パーテーションや家具でも良いものとされております。
対象の4事業所についてはいずれも全ての要件を満たしていることを確認済みです。
今後も、宿泊を伴う地域密着型通所介護事業所につきまして、介護保険運営協議会の議題として取
り扱い、市民に対し、情報の透明性の確保に努めてまいります。
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